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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注入孔が穿設され、座金の孔径よりも大きい外径を有する円筒状の大径突出部と、座金
の孔径よりも小さい外径を有する円筒状の座金保持部が設けられた加圧流体圧入用スリー
ブが注水側端部に被着されていること特徴とする鋼管膨張型ロックボルト。
【請求項２】
　大径突出部に、円周方向に溝が設けられた請求項１に記載の鋼管膨張型ロックボルト。
【請求項３】
　大径突出部の先端部が、面取りされている請求項１又は２に記載の鋼管膨張型ロックボ
ルト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、岩盤や地盤に設けた孔内に挿入して膨張させ、当該岩盤や地盤を補強するた
めの鋼管膨張型ロックボルトに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、崩落し易いまたは湧水が多い岩盤や地盤を早期に安定化させるために、従来の棒
状ロックボルトに代わって管状の鋼管膨張型ロックボルトが使用されるようになった。
　例えば特許文献１にみられるように、長手方向に膨張用凹部を有し、先端部が閉じられ



(2) JP 4680491 B2 2011.5.11

10

20

30

40

50

、後端部に加圧流体圧入用スリーブが被せられた鋼管製のロックボルトを岩盤に設けた孔
内に挿入し、スリーブの側面に穿った加圧流体圧入孔から加圧流体を圧入し、鋼管を加圧
・膨張させて孔と密着させることによって岩盤や地盤を鋼管で固結しようとするものであ
る。
　そして、鋼管製のロックボルトの一端部に被せられた加圧流体圧入用スリーブに加圧・
膨張用シールヘッドを嵌着し、ロックボルト内に加圧流体を供給して、鋼管製ロックボル
トを加圧・膨張させている（特許文献２，３参照）。
【０００３】
【特許文献１】特公平２－５２３８号公報
【特許文献２】特開２００３－２０６６９８号公報
【特許文献３】特願２００２－１７３３１８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図１に示すように、上記特許文献２に記載されたような鋼管膨張型ロックボルト１にあ
っては、被せられた加圧流体圧入用スリーブ２は、加圧・膨張用シールヘッドを嵌着して
加圧流体を注入するための注入孔３と、その両側にパッキンでシールするための領域から
なる円筒状部４と、円筒状部４の座金６側に設けた、座金６との接触面積を大きくするた
めの端部の径を拡大したフレア部５とを有する形状を備えている。
　このため、加圧流体圧入用スリーブ２は比較的長くなっており、座金６を介して岩盤に
穿たれたロックボルト挿入用孔に挿入した際、座金６からの突出長さが従来の棒鋼タイプ
のロックボルトに比べて長くなっている。
　ところで、トンネル等の施工現場にあっては、図２に示すように、吹付けコンクリート
層の上から鋼管膨張型ロックボルト挿入用孔を穿設しており、当該ロックボルトの加圧・
膨張により岩盤を補強した後、吹付けコンクリート層の上に防水シート７を介して覆工コ
ンクリート８を打設している。
【０００５】
　防水シート７を介して覆工コンクリート８を打設するに当り、突出したスリーブ２で防
水シート７を破損したり、あるいはスリーブ突出部において覆工コンクリートの厚さが薄
くなるために強度が低下したりするという問題があった。防水シート７の破損を防止する
ために、突出したスリーブ２にキャップを被せた後防水シート７で覆うことが実施されて
いるが、この技術でも、覆工コンクリート８の厚さが薄くなることに伴う強度低下を抑え
ることはできない。
　さらに、熱膨張等によって吹付けコンクリート層と覆工コンクリート間にズレが生じた
場合、ロックボルト１のスリーブ先端が突出した部分で覆工コンクリートにひび割れ９が
生じるという問題があった。
　本発明は、このような問題を解消すべく案出されたものであり、信頼性の高い覆工コン
クリートを得るために、鋼管膨張型ロックボルトに付着する加圧流体圧入用スリーブの長
さを短くすることが可能な鋼管膨張型ロックボルトを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の鋼管膨張型ロックボルトは、その目的を達成するため、注入孔が穿設され、座
金の孔径よりも大きい外径を有する円筒状の大径突出部と、座金の孔径よりも小さい外径
を有する円筒状の座金保持部が設けられた加圧流体圧入用スリーブが注水側端部に被着さ
れていること特徴とする。
　また、円筒状の大径突出部には、円周方向に溝を設けてもよい。さらに、大径突出部の
先端部は、面取りされていることが好ましい。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明においては、図３に示すように、加圧流体圧入用スリーブ１０を円筒状の大径突
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出部１１と小径の座金保持部１２との２つの部分から構成するとともに、小径の座金保持
部１２の外径を座金６の孔径よりも小さくした。このような形状とすることにより、座金
６を、小径の座金保持部１２を貫通させて大径側と小径側の段差部分で保持することがで
き、座金保持部１２を岩盤の吹付けコンクリート層部分に埋没させることができる。その
結果、吹付けコンクリート層表面から外側に突出している部分は、座金６と加圧流体圧入
用スリーブ１０の円筒状大径突出部１１のみとなる。
【０００８】
　加圧流体圧入用スリーブ１０を円筒状の大径突出部１１と小径の座金保持部１２とで構
成し、小径の座金保持部１２を埋没させることにより、スリーブ突出部のコンクリート厚
とその周辺部のコンクリート層との差を少なくすることができ、覆工コンクリートのひび
割れの危険性を低くして、信頼性の高い覆工コンクリート層を得ることができる。
　さらに大径側スリーブの先端を面取りすることにより、防水シートの破損を防止するこ
とができるため、従来スリーブの上から被せていた保護キャップが省略でき、工程短縮，
工費削減が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明者等は、ロックボルトを岩盤に打ち込んだ際に、吹付けコンクリート層表面から
外側に突出している部分を極力短くする方法について検討した。その最も簡便な方法は加
圧流体圧入用スリーブの長さを短くすることである。
　ところで、断面異形のロックボルト素管の両端にスリーブを被せ、溶接により固着した
ロックボルトにあっては、スリーブを短くすると、拡管・膨張時に異形管溶接部近傍に変
形が及び、膨張圧に耐えられなくなって破損しやすくなる。例えば、（ａ）に示すロック
ボルトを（ｂ）のように膨張させるとき、図４（ａ）右図の凹部先端に引張りの応力がか
かり、図４（ｂ）に示す先端溶接部近傍（図中の○印部）で破断しやすくなる。加圧・膨
張時に異形管端溶接部の変形を抑制するために、異形管自身の材質や溶接部強度にもよる
が、スリーブにはある程度の長さが必要である。すなわち、スリーブの長さを短くするこ
とは、ロックボルトの強度確保の点からは得策でない。
【００１０】
　そこで本発明者は、スリーブを大径部と小径部との２分割構造とし、小径部を座金の内
側に配設して、大径部のみを吹付けコンクリート層の外面に突出させる形態とすることに
より、突出部を短くすることができたものである。
　その具体的構造を、図３を基に詳しく説明する。
　加圧流体圧入用スリーブ１０を大径突出部１１と小径の座金保持部１２との２つの部分
から構成されるものとした。大径突出部１１と小径の座金保持部１２の内径はほぼ同一で
あることが好ましい。そして、座金保持部１２に座金６を貫通させ、大径突出部１１に当
接させて保持する態様とした。したがってこの態様で岩盤に穿設された孔に挿入すると、
座金６が孔の縁に当接し、座金６と大径突出部１１とが孔の外、すなわち吹付けコンクリ
ート層の外表面から突出した状態となる。この後、加圧流体圧入用スリーブ１０に加圧・
膨張用シールヘッドを嵌着し、加圧流体を供給してロックボルト１を加圧・膨張させる。
　加圧・膨張させた後、吹付けコンクリート層外面に突出しているのは、座金６と大径突
出部１１のみであるから、全体として突出部高さを低くすることができる。
【００１１】
　大径突出部と小径部を形成する方法としては、大径部の径と等しい外径と異形管端部外
径と等しい内径をもつパイプから、小径部分を削りだす方法が挙げられる。また、内径が
等しく肉厚が異なる２種類のパイプから、別々に切り出して異形管の管端に互いに当接す
るように嵌着させてもよい。
　大径突出部１１の長さは、吹付けコンクリート層表面からの突出高さを低くする意味か
らは短くすることが好ましい。しかし、加圧・膨張用シールヘッドの形状・サイズにもよ
るが、機密性よく加圧・膨張させるためには限度がある。
　小径の座金保持部１２の長さは、強度確保の観点からは長くすることが好ましいが、長
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すぎても強度向上には寄与せず、岩盤との密着長さが短くなるだけである。短すぎると、
膨張圧に耐えられず、溶接部近傍で破断して漏水を起こすことがある。大径突出部１１の
長さＬに対して（１／３～１）×Ｌ程度とすることが好ましい。
【００１２】
　なお、大径突出部１１には、円周方向に溝１３を設けることが好ましい。この溝１３に
、特願２００３－３０８８２２で提案した抵抗引抜試験機のコレットチャックの突条を嵌
め合わせると、引抜抵抗試験を精度良く行うことができる。また、溝１３の幅よりも小径
の注入孔１４を上記溝内に穿設すると、穿設時に形成されたバリが加圧・膨張用シールヘ
ッドのパッキンを疵つけることがなく、加圧流体圧入作業を円滑に行える。
　引抜抵抗試験後、従来と同様にスリーブ突出部を防水シートで覆い、覆工コンクリート
を打設する。
　スリーブ突出部を防水シートで覆う際に、スリーブ端部による防水シートの破損を防ぐ
ためにスリーブの大径突出部１１先端は面取りしておくことが好ましい。
【００１３】
　本発明の加圧流体圧入用スリーブに嵌着させ、ロックボルトに加圧流体を圧入する加圧
・膨張用シールヘッドとしては、図５に示すような前記特許文献３で提案したものも使用
できる。
　しかし、この加圧・膨張用シールヘッドでは、アダプターリング２１及び環状シールパ
ッキン２２，２３をスリーブの挿入側からガイドリング２４でハウジング内に押し込んで
いるために、環状シールパッキンを収めるスペースを確保する必要がある。このため、加
圧流体圧入用スリーブには、円筒状部分の外径が一様な大径突出部をある程度の長さで設
けなければならない。
【００１４】
　そこで、本発明者等は、大径突出部の長さを短くしたスリーブを嵌着するための加圧・
膨張用シールヘッドも別途開発した。
　図６に示すように、アダプターリング３１及びその両側の環状シールパッキン３２，３
３をスリーブの挿入口とは反対側からガイドリング３４でハウジング内に押し込んでいる
。このため、シールヘッド先端と環状シールパッキン等との間隔を短くすることができ、
ハウジングの長さ（深さ）を短く（浅く）することができる。したがって、大径突出部の
長さを短くしたスリーブを嵌着することが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【００１５】
　以上に説明したように、本発明の鋼管膨張型ロックボルトでは、加圧流体圧入用スリー
ブ１０を円筒状の大径突出部１１と小径の座金保持部１２との２つの部分から構成される
ものとしている。このため、岩盤の補強工事を行った後、吹付けコンクリート層表面から
の突出部高さを低くすることができ、スリーブ突出部のコンクリート厚とその周辺部のコ
ンクリート厚との差を少なくすることができる。
　本発明により、ひび割れの危険性を回避して信頼性の高い覆工コンクリート層を得るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】岩盤に穿設した孔にロックボルトを挿入した状態を説明する図
【図２】ロックボルトを加圧・膨張させた後、覆工コンクリートを打設した状態を説明す
る図
【図３】本発明ロックボルトの形状を説明する図
【図４】ロックボルトの加圧・膨張時の変形態様を説明する図、（ａ）は拡管前で（ｂ）
は拡管後
【図５】加圧・膨張用シールヘッドの一例を示す図
【図６】加圧・膨張用シールヘッドの他の例を示す図
【符号の説明】
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【００１７】
１：ロックボルト　　　６：座金　　　１０：加圧・膨張用シールヘッド　　　
１１：大径突出部　　　１２：座金保持部　　　１３：溝　　　１４：注入孔

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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